障がい福祉サービス事業所管理者　各位
交野市福祉部障がい福祉課

令和８年度　交野市日中一時支援事業委託契約について（ご案内）
　平素は、本市の障がい福祉行政にご協力いただき厚くお礼申し上げます。
　さて、交野市日中一時支援事業について、令和８年度に市からの委託を受けて事業の実施を予定される場合は、下記の記載内容を確認いただき、必要書類の提出をお願いいたします。
記
１．契約関係書類　　　① 交野市日中一時支援事業申請書
② 交野市日中一時支援事業実施計画書

③ 交野市日中一時支援事業委託契約書　
④ 誓約書　（年間の契約額が一定額を超える事業所のみ）

⑤ 委任状　（請求名義と契約名義が異なる事業所のみ）
⑥ 債権者登録申請書

⑦ 郵便物の送付先・メールアドレス確認票

　　　　　　　　　　　⑧ 交野市日中一時支援事業実施要綱
　　　　　　　　　　　⑨ 日中一時支援事業　請求関係書類（様式）
　　　　　　　　　　　⑩ 日中一時支援事業　変更・廃止届出書

２．契約期間　　　　　契約日～令和９年３月３１日

３．提出締切　　　契約日の前月１５日まで（原則、提出いただいた翌月の１日付の契約となります。）
４．提出書類一覧

	◎は全事業者、△は該当事業者のみ提出
	

	要否
	番号
	提出書類名称
	確認欄

	◎
	①
②

	交野市日中一時支援事業申請書　　　　　　　　　記入　
交野市日中一時支援事業実施計画書
事業所の平面図　※多目的室からの避難ルートの記入及び他のサービス事業（例：生活介護）を併設する場合は該当事業所の図示をお願いいたします。
	

	◎
	③
	交野市日中一時支援事業委託契約書　２部　　　記入・押印 
（個人情報取扱特記事項を含む）
※１ページ目１行目に法人名を、２ページ目の乙欄に法人所在地、法人名、事業所名、法人代表者の職氏名を記入して、押印して下さい。
※電子媒体ファイルを印刷される場合は、「個人情報取扱特記事項」も合わせてA3用紙で両面印刷してください。A4用紙で両面印刷（4ページ）2枚の場合には、ホッチキス等で2点止めの上、2～3ページ間に割印をしてください。
	

	△
	④
	誓約書　２部　　記入・押印 

※本契約の年間委託料が130万円を超える見込がある場合に提出が必要です。


	

	△
	⑤
	委任状
※委託料の請求書の請求者氏名等が契約書と異なる場合に提出が必要です。

	

	◎
	⑥
	債権者登録申請書　
　※原則として契約名義と同一の情報で登録してください。

　契約名義と請求名義が異なる場合には、⑤委任状をあわせて提出してください。
	

	◎
	⑦
	郵便物の送付先・メールアドレス確認票

	




問い合せ先・提出先


〒５７６－００３４


大阪府交野市天野が原町５－５－１ 


交野市福祉部障がい福祉課


� HYPERLINK "TEL:072-893-6400" �TEL:072-893-6403�　 FAX:072-895-6065


hukusi@city.katano.osaka.jp





お問い合せ先


〒５７６－００３４


大阪府交野市天野が原町５－５－１ 


交野市障がい福祉課　川住　・ 川北


ＴＥＬ：０７２－８９３－６４００


ＦＡＸ：０７２－８９５－６０６５ 


E-Mail：hukusi@city.katano.osaka.jp








